
＜一般委託＞

（「屋外清掃」「建物清掃」「有人警備」「剪定・樹木伐採」用）

1 目      的 
　本作業は、有馬線管路用地ほかの環境整備のため、草刈り及び樹木の手入れ等を
行うものである。

2 履行期間   令和５年７月１日から令和６年３月31日

3 施行場所 　海老名市本郷3826番地ほか

4 業務内容  　別紙『特記仕様書』のとおり

5 特記事項 　別紙『特記仕様書』のとおり

6 関係法規
　本委託業務は、横須賀市上下水道局契約規程及び労働安全衛生法、その他関係
法令等を遵守すること。

7 資格要件 

　本業務履行については、下記の資格を有すること。
　履行期間を通じて「造園施工管理技士」又は、「街路樹剪定士」の資格を有するもの
を雇用し、当該資格を有する者の指導のもとに業務を履行することができること。

8 契約方法  
　単価契約による業務委託契約（一般委託）
（契約単価は、内訳表参照）

9 支払方法
　委託料の支払いは3回払い（9月・12月・3月末締め）とし、受託者の請求により精算
する。また、消費税として精算額に税率相当額を加算（円未満の端数切捨て）するも
のとする。

10 業務委託成績評定 　　　　　　　　　　　　　　　　　　対象　　　　　　　・　　　　　　　非対象

11 現場代理人の配置 　　　　　　　　　　　　　　　　　　必要　　　　　　　・　　　　　　　不要

12 その他事項

・業務の施行にあたっては、特記仕様書を優先的に適用するほか、最新の「神奈川県
土木工事共通仕様書」によるものとする。
・委託者と受託者の両者が合意し、本市議会において当該予算が承認された場合、
令和６年４月１日から６月30日まで、本契約と同条件で契約する予定とする。なお、受
託者が当該契約を締結する意思がない場合等については、履行期間満了日の１か月
前までに通知すること。
・この仕様書に定めのない事項及び疑義が生じた場合は、別途協議するものとする。

13
監　督　 員
連　絡　先

　技術部　浄水課　有馬浄水場　山田雅彦　　TEL　046－238－1915（直通）

・この業務を施行するにあたって、仕様書でグリーン物品購入の指示がある場合は、
横須賀市グリーン購入基本方針及び調達方針に基づく環境物品等を納入すること。
また、仕様書で特に指示がない場合で委託代金に物品等の購入経費が含まれている
場合は、できるだけこの方針に基づく環境物品等の調達をお願いします。
（上記方針については、本市のホームページ「よこすかのグリーン購入」参照）

・本市は、独自の環境マネジメントシステム（YES）により事務事業の環境負荷低減に
努めているので、受託者においてもできる限り環境に配慮して業務を執行するようお
願いします。

有馬線管路ほか樹木植物管理業務委託（２）　（一般委託）仕様書

 有馬線管路ほか樹木植物管理業務委託（２）に基づく内容は、本仕様書の定めるところによる。

＜指示又は希望事項＞
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※契約単価欄は、契約者が記入する。
















